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市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に関する協定書

（目的）

第１条 令和元年１０月１２日における台風第１９号により被災した市民ミュージアム収蔵品

修復等のための技術的支援の要請にあたり、支援者に対する交通費等の支払いに関して、川崎

市を甲、一般社団法人国宝修理装国宝装 師連盟を乙とし、甲、乙両者間において、次のとお

り「市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に関する協定」を締結

する。

（経費）

第２条 市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等及び謝礼金に要す

る経費は、甲の負担金をもって充てるものとする。

（甲の責務）

第３条 甲は、負担金として、２，４６３，５６０円を負担する。

２ 甲が支払う負担金は、概算払いとし、乙から適切な手続きに従って請求があった場合は、す

みやかに乙が指定する口座に支払うものとする。

（乙の責務）

第４条 乙は、当該経費の執行機関となり、また、資金の出納を担当するものとする。

（交通費等）

第５条 甲が負担する交通費は、川崎市旅費支給条例に準じて算出した額とする。

２ 市民ミュージアムにおいて収蔵品レスキュー活動を行った場合には、当該技術的支援者に

対し謝礼金として日額２０，０００円を支給する。

（秘密保持及び個人情報の適正な維持管理）

第６条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定する個人情報（以

下この項において「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個

人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることに

より、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。

（報告等）

第７条 乙は、四半期毎に報告書を作成し甲に提出するとともに、年度末に経費を精算し、余剰

金が発生した場合は甲に返納し、不足金が発生した場合は甲、乙が協議のうえ決定するものと

する。

 （協定の期間）

第８条 本協定の有効期間は、甲から乙に技術的支援要請を行った令和元年１０月２４日から

令和２年３月３１日までとする。

（その他）

第９条 本協定に定める事項において疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。

この協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。

令和元年１０月２４日

甲  川 崎 市

川崎市長  福 田 紀 彦

乙  京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町４４５

日宝丸ビル２階１・２号

   一般社団法人国宝装 師連盟 理事長 山 本 記 子





川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に関する協定書

（目的）

第１条 令和元年１０月１２日における台風第１９号により被災した川崎市市民ミュージアム

収蔵品修復等のための技術的支援の要請にあたり、支援者に対する交通費等の支払いに関し

て、川崎市を甲、全国美術館会議を乙とし、甲、乙両者間において、次のとおり「川崎市市民

ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に関する協定」を締結する。

（経費）

第２条 市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に要する経費は、

甲の負担金をもって充てるものとする。

（甲の責務）

第３条 甲は、負担金として、４，３５０，０００円を負担する。

２ 甲が支払う負担金は、概算払いとし、乙から適切な手続きに従って請求があった場合は、す

みやかに乙が指定する口座に支払うものとする。

（乙の責務）

第４条 乙は、当該経費の執行機関となり、また、資金の出納を担当するものとする。

（交通費等）

第５条 甲が負担する交通費は、独立行政法人国立美術館旅費規則に準じて算出した額とする。

ただし、日当については移動距離等にかかわらず支給はしない。

２ 前項に定めるもののほか、川崎市市民ミュージアムにおいて収蔵品修復等のための技術的

支援を行った場合には、当該技術的支援者に対し雑費として日額１，５００円を支給する。

（秘密保持及び個人情報の適正な維持管理）

第６条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定する個人情報（以

下この項において「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個

人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることに

より、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。

（報告等）

第７条 乙は、四半期毎に報告書を作成し甲に提出するとともに、年度末に経費を精算し、余剰

金が発生した場合は甲に返納し、不足金が発生した場合は甲が乙に支払うものとする。

 （協定の期間）

第８条 本協定の有効期間は、甲から乙に技術的支援要請を行った令和元年１０月２４日から

令和２年３月３１日までとする。

（その他）

第９条 本協定に定める事項において疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。

この協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。

令和元年１０月２４日

甲  川 崎 市

川崎市長  福 田 紀 彦

乙  東京都台東区上野公園７－７ 国立西洋美術館内

全国美術館会議会長 建 畠   晢



川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に関する協定書

川崎市長 福田 紀彦（以下「甲」という。）と神奈川県博物館協会会長 薄井 和男（以下

「乙」という。）は、令和元年１０月１２日における台風第１９号により被災した川崎市市民ミ

ュージアム収蔵品修復等のための甲からの技術的支援の要請に応じた神奈川県博物館協会加盟

館園職員（以下「技術的支援者」という。）に対する交通費等の支払いに関して、次のとおり協

定を締結する。

（経費）

第１条 川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に要する経

費は、甲の負担金をもって充てるものとする。

（甲の責務）

第２条 甲は、負担金として、１，１００，０００円を負担する。

２ 甲の負担金の支払い方法は、乙への概算払いとし、乙から適切な手続きに従って請求があっ

た場合は、すみやかに乙が指定する口座に支払うものとする。

（乙の責務）

第３条 乙は、当該経費の執行機関となり、また、資金の出納を担当するものとする。

（交通費等）

第４条 甲が負担する交通費は、川崎市旅費支給条例に準じて算出した額とし、乙が交通費を技

術的支援者が指定する銀行口座に振込む場合は、振込手数料相当額も負担するものとする。た

だし、日当については移動距離等にかかわらず支給しない。

２ 前項に定めるもののほか、川崎市市民ミュージアムにおいて収蔵品修復等のための技術的

支援を行った場合は、当該技術的支援者に対し雑費として日額１，５００円を支給する。

（秘密保持及び個人情報の適正な維持管理）

第５条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定する個人情報（以

下この項において「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個

人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることに

より、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。

（報告等）

第６条 乙は、四半期毎に報告書を作成し甲に提出するとともに、年度末に経費を精算し、余剰

金が発生した場合は甲に返納し、不足金が発生した場合は甲、乙が協議のうえ不足金の補填方

法等その取扱いについて決定するものとする。

 （協定の期間）

第７条 本協定の有効期間は、甲から乙に技術的支援要請を行った令和元年１０月２４日から

令和２年３月３１日までとする。

（その他）

第８条 本協定に定める事項において疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。

この協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。

令和元年１０月２４日

甲  川崎市

川崎市長  福 田 紀 彦

乙  横浜市中区南仲通５－６０神奈川県立歴史博物館内

神奈川県博物館協会 会長 薄 井 和 男



川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に関する協定書

（目的）

第１条 令和元年１０月１２日における台風第１９号により被災した川崎市市民ミュージアム

収蔵品修復等のための技術的支援の要請にあたり、支援者に対する交通費等の支払いに関し

て、川崎市を甲、特定非営利活動法人文化財保存支援機構を乙とし、甲、乙両者間において、

次のとおり「川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に関す

る協定」を締結する。

（経費）

第２条 川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等及び謝礼金

に要する経費は、甲の負担金をもって充てるものとする。

（甲の責務）

第３条 甲は、負担金として、４，３２０，０００円を負担する。

２ 甲が支払う負担金は、概算払いとし、乙から適切な手続きに従って請求があった場合は、す

みやかに乙が指定する口座に支払うものとする。

（乙の責務）

第４条 乙は、当該経費の執行機関となり、また、資金の出納を担当するものとする。

（交通費等）

第５条 甲が負担する交通費は、川崎市旅費支給条例に準じて算出した額とする。

２ 川崎市市民ミュージアムにおいて収蔵品レスキュー活動を行った場合には、当該技術的支

援者に対し謝礼金として日額２０，０００円を支給する。

（秘密保持及び個人情報の適正な維持管理）

第６条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定する個人情報（以

下この項において「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個

人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることに

より、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。

（報告等）

第７条 乙は、四半期毎に報告書を作成し甲に提出するとともに、年度末に経費を精算し、余剰

金が発生した場合は甲に返納し、不足金が発生した場合は甲、乙が協議のうえ決定するものと

する。

 （協定の期間）

第８条 本協定の有効期間は、甲から乙に技術的支援要請を行った令和元年１１月７日から令

和２年３月３１日までとする。

（その他）

第９条 本協定に定める事項において疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。

この協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。

令和元年１１月７日

甲  川 崎 市

川崎市長  福 田 紀 彦

乙  東京都台東区池之端 4-14-8ビューハイツ池之端 102号
   特定非営利活動法人

文化財保存支援機構 理事長 三 輪 嘉 六



川崎市市民ミュージアム収蔵品救出等ボランティア派遣に関する協定書 

（目的） 

第１条 令和元年１０月１２日における令和元年東日本台風により被災した川崎市市民ミュー

ジアム収蔵品救出等のためボランティアの派遣にあたり、川崎市を甲、特定非営利活動法人文

化財保存支援機構を乙とし、甲、乙両者間において、次のとおり「川崎市市民ミュージアム収

蔵品救出等ボランティア派遣に関する協定」を締結する。 

（経費） 

第２条 市民ミュージアム収蔵品救出等ボランティア派遣に要する経費は、甲は負担金をもっ

て充てるものとする。

（甲の責務）

第３条 甲は、川崎市市民ミュージアムにおいて収蔵品救出等を行ったボランティアに対し、交

通費相当として一人当たり日額 1,000 円を負担するものとし、乙に負担金として 124,000 円

を負担する。 

２ 甲が支払う負担金は、概算払いとし、乙から適切な手続きに従って請求があった場合は、す

みやかに乙が指定する口座に支払うものとする。 

（乙の責務） 

第４条 乙は、当該経費の執行機関となり、また、資金の出納を担うものとする。

 （守秘義務） 

第５条 収蔵品救出にあたり市民ミュージアムにおいて知り得た情報は、甲の承諾なく、第３者

に対して漏洩してはならない

（秘密保持及び個人情報の適正な維持管理） 

第６条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定する個人情報（以

下この項において「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個

人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることに

より、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。 

（報告等） 

第７条 乙は、年度末に報告書を作成し甲に提出するとともに、年度末に経費を精算し、余剰金

が発生した場合は甲に返納し、不足金が発生した場合は甲が乙に支払うものとする。 

 （協定の期間） 

第８条 本協定の有効期間は、令和２年２月２５日から令和２年３月３１日までとする。

（その他） 

第９条 本協定に定める事項において疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。

この協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。 

令和２年２月２５日

甲  川 崎 市

川崎市長  福 田 紀 彦

乙  東京都台東区池之端 4-14-8 ビューハイツ池之端 102 号 

   特定非営利活動法人文化財保存支援機構 

 理事長 三 輪 嘉 六 



川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に関する協定書

（目的）

第１条 令和元年１０月１２日における台風第１９号により被災した川崎市市民ミュージアム

収蔵品修復等のための技術的支援の要請にあたり、支援者に対する交通費等の支払いに関し

て、川崎市を甲、公益財団法人日本博物館協会を乙とし、甲、乙両者間において、次のとおり

「川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に関する協定」を

締結する。

（経費）

第２条 川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に要する経

費は、甲の負担金をもって充てるものとする。

（甲の責務）

第３条 甲は、負担金として、１，０００，０００円を負担する。

２ 甲が支払う負担金は、概算払いとし、乙から適切な手続きに従って請求があった場合は、す

みやかに乙が指定する口座に支払うものとする。

（乙の責務）

第４条 乙は、当該経費の執行機関となり、また、資金の出納を担当するものとする。

（交通費等）

第５条 甲が負担する交通費は、独立行政法人国立美術館旅費規則に準じて算出した額とする。

ただし、日当については移動距離等にかかわらず支給はしない。

２ 前項に定めるもののほか、川崎市市民ミュージアムにおいて収蔵品修復等のための技術的

支援を行った場合には、当該技術的支援者に対し雑費として日額１，５００円を支給する。

（秘密保持及び個人情報の適正な維持管理）

第６条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定する個人情報（以

下この項において「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個

人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることに

より、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。

（報告等）

第７条 乙は、四半期毎に報告書を作成し甲に提出するとともに、年度末に経費を精算し、余剰

金が発生した場合は甲に返納し、不足金が発生した場合は甲、乙が協議のうえ決定するものと

する。

 （協定の期間）

第８条 本協定の有効期間は、甲から乙に技術的支援要請を行った令和元年１１月２５日から

令和２年３月３１日までとする。

（その他）

第９条 本協定に定める事項において疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。

この協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。

令和元年１１月２５日

甲  川 崎 市

川崎市長  福 田 紀 彦

乙  東京都台東区上野公園１２－５２

   公益財団法人日本博物館協会 会長 銭 谷 眞 美



川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等に係る技術的支援及びボランティア派遣に関する協定書

（目的）

第１条 令和元年１０月１２日における令和元年東日本台風により被災した川崎市市民ミュー

ジアム収蔵品修復等のための技術的支援の要請にあたり、支援者及びボランティアに対する交

通費及び謝礼金の支払いに関して、川崎市を甲、特定非営利活動法人文化財保存支援機構を乙

とし、甲、乙両者間において、次のとおり「川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等に係る技術

的支援及びボランティア派遣に関する協定」を締結する。

（経費）

第２条 川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者及びボランティアへの交

通費及び謝礼金に要する経費は、甲の負担金をもって充てるものとする。

（甲の責務）

第３条 甲は、負担金として、概算払いにより乙に金７,８４３,０００円を支払う。
２ 甲が支払う負担金の支払い予定時期は次のとおりとし、乙から適切な手続きに従って請求

があった場合は、すみやかに乙が指定する口座に支払うものとする。

支払い予定月 支払金額

７月 （上半期分） ３,６５７,４００円
１０月（下半期分） ４,１８５,６００円

（乙の責務）

第４条 乙は、当該経費の執行機関となり、また、資金の出納を担当するものとする。

（交通費及び謝礼金）

第５条 甲が負担する交通費は、川崎市旅費支給条例に準じて算出した額とする。

２ 川崎市市民ミュージアムにおいて収蔵品レスキュー活動を行った場合には、当該技術的支

援者に対し謝礼金として日額２０,０００円を支給する。
３ 川崎市市民ミュージアムにおいて収蔵品レスキュー活動を行ったボランティアに対し、交通

費一人当たり日額１,０００円を支給する。
 （守秘義務）

第６条 収蔵品救出にあたり市民ミュージアムにおいて知り得た情報は、甲の承諾なく、第３者

に対して漏洩してはならない

（秘密保持及び個人情報の適正な維持管理）

第７条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定する個人情報（以

下この項において「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個

人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることに

より、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。

（報告等）

第８条 乙は、半期毎に報告書を作成し甲に提出するとともに、半期毎に経費を精算し、余剰金

が発生した場合は甲に返納し、不足金が発生した場合は甲、乙が協議のうえ決定するものとす

る。

 （協定の期間）

第９条 本協定の有効期間は、令和２年４月２０日から令和３年３月３１日までとする。

（その他）

第１０条 本協定に定める事項において疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとす

る。



この協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。

令和２年４月２０日

甲  川 崎 市

川崎市長  福 田 紀 彦

乙  東京都台東区池之端 4-14-8ビューハイツ池之端 102号
   特定非営利活動法人

文化財保存支援機構 理事長 三 輪 嘉 六



川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に関する協定書

川崎市長 福田 紀彦（以下「甲」という。）と神奈川県博物館協会会長 薄井 和男（以下

「乙」という。）は、令和元年東日本台風により被災した川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等

のための甲からの技術的支援の要請に応じた神奈川県博物館協会加盟館園職員（以下「技術的

支援者」という。）に対する交通費等の支払いに関して、次のとおり協定を締結する。

（経費）

第１条 川崎市市民ミュージアム収蔵品修復等のための技術的支援者への交通費等に要する経

費は、甲の負担金をもって充てるものとする。

（甲の責務）

第２条 甲は、負担金として、８００,０００円を負担する。
２ 甲の負担金の支払い方法は、乙への概算払いとし、次の表の左欄の区分に応じて乙から適切

な手続きに従って請求があった場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる金額を、すみやかに乙が

指定する口座に支払うものとする。

支払い予定月 支払金額

７月 （第１回支払い分） ３３０,０００円
１０月（第２回支払い分） ２５０,０００円
１月 （第３回支払い分） ２２０,０００円

（乙の責務）

第３条 乙は、当該経費の執行機関となり、また、資金の出納を担当するものとする。

（交通費等）

第４条 甲が負担する交通費は、川崎市旅費支給条例に準じて算出した額とし、乙が交通費を技

術的支援者が指定する銀行口座に振込む場合は、振込手数料相当額も負担するものとする。た

だし、日当については移動距離等にかかわらず支給しない。

２ 前項に定めるもののほか、川崎市市民ミュージアムにおいて収蔵品修復等のための技術的

支援を行った場合は、当該技術的支援者に対し雑費として日額１，５００円を支給する。

（守秘義務）

第５条 収蔵品救出にあたり市民ミュージアムにおいて知り得た情報は、甲の承諾なく、第３者

に対して漏洩してはならない

（秘密保持及び個人情報の適正な維持管理）

第６条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定する個人情報（以

下この項において「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個

人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることに

より、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。

（報告等）

第７条 乙は、四半期毎に報告書を作成し甲に提出するとともに、年度末に経費を精算し、余剰

金が発生した場合は甲に返納し、不足金が発生した場合は甲、乙が協議のうえ不足金の補填方

法等その取扱いについて決定するものとする。

 （協定の期間）

第８条 本協定の有効期間は、令和２年７月１４日から令和３年３月３１日までとする。

（その他）

第９条 本協定に定める事項において疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。



この協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。

令和２年７月１４日

甲  川崎市

川崎市長  福 田 紀 彦

乙  横浜市中区南仲通５－６０神奈川県立歴史博物館内

神奈川県博物館協会 会長 薄 井 和 男


